
2006 年度「ろうきんＮＰＯ寄付システム」応募用紙 

（記入日：2007 年 2 月 16 日） 

■団体概要 

ふりがな ひろしまかぐらげいじゅつけんきゅうしょ 

団体名 
特定非営利活動法人 

広島神楽芸術研究所 

ふりがな ひぐま たけよし 

代表者名 日隈 健壬 印 

ふりがな ますだ けいじ 

応募担当者名 
増田 恵二 

連絡先住所 
TEL／FAX 

〒７３１－１５２１ 

広島県山県郡北広島町丁保余原１５０１－１ 
TEL．０８２６（７２）５３０７／FAX．０８２６（７２）４４０１ 

EMail office@npohiroshima.jp 

※下記４項目は、「NPO 団体調査アンケート」未登録の法人のみご記入ください。 

設立年月日 ２００４年９月 
予算規模 

（収入額ベース） 
３，３２３千円 

会員数 ７０名 スタッフ数 非常勤２名 

■活動分野 （この寄付金は分野ごとに配分され、今回の募集は下記の分野についてです。） 

以下の中から該当するものを１つだけ選び、○をつけてください。 

・保健、医療又は福祉 ・社会教育 ・まちづくり ・学術、文化、芸術又はスポーツ 

・環境の保全 ・災害救援 ・地域安全 ・人権の擁護又は平和の推進 

・国際協力 ・男女共同参画 ・子どもの健全育成 ・科学技術の振興 

・職業能力の開発又は雇用機会の拡充 ・消費者の保護 ・ＮＰＯ支援 

■助成金の主な使用方法 

以下の中から該当するものを選んで○をつけてください。 

・人件費 ・旅費交通費 ・通信費 ・消耗品費 

・印刷費 ・事務局運営費（家賃、光熱費等） ・諸謝金 

・接待交際費 ・会議費 ・備品購入 ・その他（ ） 

上で選んだものについて、具体的な内容を記入してください。 

当ＮＰＯで運営している、神楽情報サイト「神楽の杜」の動画配信サーバー経費



■団体 PR 

§団体の活動目的 

地域の人々がふるさとに自信と誇りを持ちながら充実した暮らしができる社会環境づくりを神楽 

と芸術の側面から支援するものです。 

中国山地に伝わる神楽は、古き良き時代の優雅な「伝統を守る舞」と、新しい時代に対応する 

「創作的な舞」とがお互いに刺激しあいながら伝承されています。 

とりわけ、若い世代に注目を浴びている「創作的な舞」は、ここ中国山地の神楽特有の形態と考 

えられます。また、芸術に関する分野でも、中国山地には、様々な分野の作家が居住し、活発な 

創作活動を展開しています。 

このＮＰＯ法人は、神楽や芸術に携わる調査研究活動、シンポジウムや交流会の開催、インタ 

ーネットを活用した情報交換の仕組みづくりを通して、幅広く活動します。 

§今年度、柱となった事業（できるだけ詳しくお書きください。） 

１． 神楽情報サイト「神楽の杜」運用開始 

２． 平成１８年度サービス産業創出支援事業（経済産業省）広島流夜街文化創出コンソーシアム 

事業の再委託団体として、神楽関係の調査活動を実施 

３． 芸北神楽フォーラム（主催：広島県芸北地域事務所）協力団体として企画・運営 

４． 広島・島根交流神楽「月一の舞い」（主催：広島・島根交流神楽実行委員会）構成団体として、 

企画・運営 

§今後、特に力を入れていきたい事業（できるだけ詳しくお書きください。） 

１． 神楽情報サイト「神楽の杜」の充実 

昨年７月に開催された、ひろしま神楽の祭典（主催：実行委員会 構成団体：広島県・広島県 

教育委員会など）のフル動画配信や、「月一の舞い」の動画配信など動画コンテンツの充実に 

努めている。また、広島・島根県の神楽団データベースの充実。 

２．広島流夜街文化創出コンソーシアムの事業実施 

§ひとこと PR 
中国山地でブレイクしている「神楽」を日本の代表的な「民俗芸能」として開花させたいですね！ 

「神楽の杜」の動画視聴は、1500 時間/月を越えています。 

動画配信サーバーのメンテナンスが大変です。 

◆添付書類 

□ 今年度事業計画・予算書、前年度事業報告・決算書（前回の総会資料など） 

□ 団体発行のパンフレット、ニュースレターなど 

□ その他、新聞記事など団体をアピールできるもの 

※ 添付書類のうち、昨年１２月に法人宛にお送りしました「ＮＰＯ団体調査アンケート」 

ご返送の際に同封いただいたものについては、省略可能です。 

◆応募締切 

2007 年 3 月 2 日（金） 

18：00【必着】 

◆応募先 

特定非営利活動法人 ひろしまＮＰＯセンター 

〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-1 幟会館 2 階 

TEL：０８２－５１１－３１８０ 

FAX：０８２－５１１－３１７９ 

（郵送または持ち込み。ＦＡＸは不可。）


